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第一部 【企業情報】 

  

第１ 【企業の概況】 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

  

（注）１ 当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主に税抜方式によっております。 

２ 第３四半期連結累計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、「第４ 経理の状況」中、「１ 四半期

連結財務諸表」の「１株当たり情報」に記載しております。 

３ 自己資本比率は、（（四半期）期末純資産の部合計－（四半期）期末新株予約権－（四半期）期末非支配株

主持分）を（四半期）期末資産の部の合計で除して算出しております。 

  

  
平成27年度 

第３四半期連結 
累計期間 

平成28年度 
第３四半期連結 

累計期間 
平成27年度 

  

（自 平成27年 
４月１日 

至 平成27年 
  12月31日） 

（自 平成28年 
４月１日 

至 平成28年 
  12月31日） 

（自 平成27年 
４月１日 

至 平成28年 
  ３月31日） 

経常収益 百万円 67,443 66,124 90,346 

経常利益 百万円 16,820 15,616 22,218 

親会社株主に帰属する 
四半期純利益 

百万円 14,389 13,574 ─ 

親会社株主に帰属する 
当期純利益 

百万円 ─ ─ 16,016 

四半期包括利益 百万円 15,034 14,560 ─ 

包括利益 百万円 ─ ─ 12,976 

純資産額 百万円 192,716 200,311 190,657 

総資産額 百万円 4,407,290 4,555,224 4,483,017 

１株当たり四半期純利益金額 円 195.78 184.70 ─ 

１株当たり当期純利益金額 円 ─ ─ 191.77 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益金額 

円 109.29 107.52 ─ 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

円 ─ ─ 122.90 

自己資本比率 ％ 4.34 4.36 4.22 
 

  
平成27年度 

第３四半期連結 
会計期間 

平成28年度 
第３四半期連結 

会計期間 

  

（自 平成27年 
10月１日 

至 平成27年 
 12月31日） 

（自 平成28年 
 10月１日 

至 平成28年 
 12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 円 75.20 71.71 
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２ 【事業の内容】 

当第３四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま

せん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。  

 

― 3 ―



第２ 【事業の状況】 

  

１ 【事業等のリスク】 

当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要

な変更は以下のとおりであります。本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当四半期

報告書提出日現在において判断したものであります。 

  
８ オペレーショナル・リスク 

当行及び当行グループが業務を遂行していく際にはオペレーショナル・リスクが存在し、内部及び外部の不正行

為、労働管理面及び職場環境面での問題の発生、お客さまへの商品勧誘や販売行為等における不適切な行為、自然

災害等による被災やシステム障害等に伴う事業中断、並びに不適切な事務処理等、内部プロセス・人・システムが

適切に機能しないことや外部で発生した事象により、損失が発生する可能性があります。これらの場合に、当行及

び当行グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

(1) 事務リスク 

役職員等が事務に関する社内規定・手続等に定められたとおりの事務処理を怠る、あるいは事故、不正等をお

こす可能性があります。この場合に、当行及び当行グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  

(2) 情報システムに関するリスク 

当行及び当行グループが使用している情報システムにおいては、障害発生の防止策を講じるとともに、万一の

障害発生時においても業務継続可能な体制整備に万全を期しておりますが、これらの施策にもかかわらず、品質

不良、人為的ミス、サイバー攻撃等外部からの不正アクセス、コンピューターウィルス、災害や停電等の要因に

よって障害が発生した場合、障害規模によっては当行及び当行グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす

可能性があります。 

  
２ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 
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３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当行グループ（当行及び連結

子会社）が判断したものであります。 

  

(1) 業績の状況 

(イ)経済金融環境 

当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、緩やかながら持ち直しの動きがみられました。在庫調整の進展か

ら一般機械や輸送機械で増産の動きがみられたほか、外需では中国・アジア向けの半導体電子部品や自動車部品

の輸出が伸びるなど、企業の生産活動を下支えしました。一方、家計部門では、消費者マインドの低迷を背景に

依然として個人消費が力強さを欠く状況となりました。インバウンド需要についても、訪日外国人一人当たり消

費額が減少するなど、頭打ち感が広がっています。 

今後につきましては、政府の経済対策への期待感が下支えすると見込まれるものの、米国のトランプ新政権の

政策運営能力に対する不安をはじめとした世界経済の先行き不透明感などから、景気回復の勢いは引き続き緩慢

なペースにとどまるものとみられます。 

  
(ロ)営業の成果 

当第３四半期連結累計期間における業績は、以下のとおりとなりました。 

業容面では、預金は当第３四半期連結累計期間中2,205億円増加し、当第３四半期連結会計期間末残高は４兆

327億円となりました。譲渡性預金は当第３四半期連結累計期間中512億円減少し、当第３四半期連結会計期間末

残高は1,000億円となりました。 

一方、貸出金は当第３四半期連結累計期間中673億円増加し、当第３四半期連結会計期間末残高は３兆8,145億

円となりました。また、有価証券は当第３四半期連結累計期間中466億円減少し、当第３四半期連結会計期間末残

高は2,305億円となりました。 

総資産は当第３四半期連結累計期間中722億円増加し、当第３四半期連結会計期間末残高は４兆5,552億円とな

りました。 

損益につきましては、当第３四半期連結累計期間も引き続き、資金の効率的な調達と運用、経営の合理化・効

率化を図り、収益力の強化に努めるとともに、資産の健全化に必要な諸引当、諸償却を行ってまいりました。 

経常収益は貸出金利息減少に伴う資金運用収益の減少等により、前第３四半期連結累計期間比13億19百万円減

少し、661億24百万円となりました。一方、経常費用は資金調達費用の減少等により、前第３四半期連結累計期間

比１億16百万円減少し、505億７百万円となりました。 

これらの結果、経常利益は前第３四半期連結累計期間比12億３百万円減益の156億16百万円となり、親会社株主

に帰属する四半期純利益は前第３四半期連結累計期間比８億14百万円減益の135億74百万円となりました。 

純資産につきましては、当第３四半期連結累計期間中96億円増加し、2,003億円となりました。うち株主資本は

当第３四半期連結累計期間中87億円増加し、1,900億円となりました。 

セグメント別では、銀行業の業務粗利益は前第３四半期連結累計期間比16億63百万円減益の492億61百万円、セ

グメント利益は前第３四半期連結累計期間比11億79百万円減益の170億51百万円となりました。リース業の業務粗

利益は前第３四半期連結累計期間比１億28百万円増益の10億81百万円、セグメント利益は前第３四半期連結累計

期間比１億39百万円減益の３億30百万円となりました。その他事業の業務粗利益は前第３四半期連結累計期間比

11百万円減益の７億18百万円、セグメント利益は前第３四半期連結累計期間比１百万円増益の18百万円となりま

した。 

従業員の状況につきましては、銀行業は当第３四半期連結累計期間中124人増加し2,587人、リース業は当第３

四半期連結累計期間中６人増加し56人、その他事業は当第３四半期連結累計期間中１人減少し28人となりまし

た。ただし、従業員数には、嘱託及び臨時従業員を含んでおりません。 
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当行及び連結子会社は、海外の拠点がありませんので、事業の種類別セグメントの業績で記載しております。 

  

セグメント別収支 

当第３四半期連結累計期間の資金運用収支は前第３四半期連結累計期間比21億69百万円の減益となる422億86百万

円、役務取引等収支は前第３四半期連結累計期間比１億44百万円の減益となる63億12百万円、その他業務収支は前

第３四半期連結累計期間比７億49百万円の増益となる20億75百万円であり、収支合計は前第３四半期連結累計期間

比15億65百万円の減益となる506億74百万円となりました。 

セグメント別に見ますと、銀行業セグメントの資金運用収支は前第３四半期連結累計期間比21億54百万円の減益

となる414億89百万円、役務取引等収支は前第３四半期連結累計期間比２億18百万円の減益となる57億44百万円、そ

の他業務収支は前第３四半期連結累計期間比７億９百万円の増益となる20億27百万円となりました。 

リース業セグメントの資金運用収支は前第３四半期連結累計期間比６百万円の減益となる10億42百万円、その他

業務収支は前第３四半期連結累計期間比１億35百万円の増益となる38百万円となりました。 

その他事業セグメントの資金運用収支は前第３四半期連結累計期間比３百万円の改善となる20百万円の損失、役

務取引等収支は前第３四半期連結累計期間比18百万円の減益となる６億13百万円、その他業務収支は前第３四半期

連結累計期間比４百万円の増益となる１億26百万円となりました。 

（注）１ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 銀行業……………銀行業 

(2) リース業…………リース業 

(3) その他事業………クレジットカード業 

３ セグメント間の内部取引は、「相殺消去額（△）」欄に表示しております。 

  

 

種類 期別 

銀行業 リース業 その他事業 
相殺消去額 

(△) 
合計 

金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支 
前第３四半期連結累計期間 43,643 1,049 △23 △213 44,456 

当第３四半期連結累計期間 41,489 1,042 △20 △225 42,286 

うち資金運用収益 
前第３四半期連結累計期間 49,454 1,391 0 △591 50,254 

当第３四半期連結累計期間 45,944 1,382 0 △618 46,709 

うち資金調達費用 
前第３四半期連結累計期間 5,811 342 23 △378 5,798 

当第３四半期連結累計期間 4,455 339 20 △392 4,422 

役務取引等収支 
前第３四半期連結累計期間 5,963 ― 632 △138 6,456 

当第３四半期連結累計期間 5,744 ― 613 △45 6,312 

うち役務取引等 
収益 

前第３四半期連結累計期間 10,422 ― 632 △138 10,916 

当第３四半期連結累計期間 10,096 ― 613 △45 10,663 

うち役務取引等 
費用 

前第３四半期連結累計期間 4,459 ― ― ― 4,459 

当第３四半期連結累計期間 4,351 ― ― ― 4,351 

その他業務収支 
前第３四半期連結累計期間 1,317 △96 121 △16 1,326 

当第３四半期連結累計期間 2,027 38 126 △116 2,075 

うちその他業務 
収益 

前第３四半期連結累計期間 1,372 4,631 121 △151 5,974 

当第３四半期連結累計期間 2,027 6,192 126 △156 8,188 

うちその他業務 
費用 

前第３四半期連結累計期間 55 4,727 ― △134 4,648 

当第３四半期連結累計期間 ― 6,153 ― △40 6,112 
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セグメント別役務取引の状況 

当第３四半期連結累計期間の役務取引等収益は前第３四半期連結累計期間比２億52百万円減少して106億63百万

円、役務取引等費用は前第３四半期連結累計期間比１億７百万円減少して43億51百万円となったことから、役務取

引等収支は前第３四半期連結累計期間比１億44百万円の減益となる63億12百万円となりました。 

セグメント別に見ますと、銀行業セグメントの役務取引等収益は前第３四半期連結累計期間比３億26百万円減少

して100億96百万円、役務取引等費用は前第３四半期連結累計期間比１億７百万円減少して43億51百万円となったこ

とから、役務取引等収支は前第３四半期連結累計期間比２億18百万円の減益となる57億44百万円となりました。 

その他事業セグメントの役務取引等収益は前第３四半期連結累計期間比18百万円減少して６億13百万円となった

ことから、役務取引等収支は前第３四半期連結累計期間比18百万円の減益となる６億13百万円となりました。 

（注）１ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 銀行業……………銀行業 

(2) リース業…………リース業 

(3) その他事業………クレジットカード業 

３ セグメント間の内部取引は「相殺消去額（△）」欄に表示しております。 

  

 

種類 期別 
銀行業 リース業 その他事業 

相殺消去額 
(△) 

合計 

金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益 
前第３四半期連結累計期間 10,422 ― 632 △138 10,916 

当第３四半期連結累計期間 10,096 ― 613 △45 10,663 

うち預金・貸出 
業務 

前第３四半期連結累計期間 2,076 ― ― △132 1,944 

当第３四半期連結累計期間 1,919 ― ― △38 1,880 

うち為替業務 
前第３四半期連結累計期間 1,408 ― ― △4 1,404 

当第３四半期連結累計期間 1,397 ― ― △2 1,395 

うち証券関連業務 
前第３四半期連結累計期間 6 ― ― ― 6 

当第３四半期連結累計期間 77 ― ― ― 77 

うち代理業務 
前第３四半期連結累計期間 1,715 ― ― △1 1,714 

当第３四半期連結累計期間 1,613 ― ― △1 1,611 

うち保護預り・ 
貸金庫業務 

前第３四半期連結累計期間 84 ― ― ― 84 

当第３四半期連結累計期間 84 ― ― ― 84 

うち保証業務 
前第３四半期連結累計期間 927 ― ― △0 927 

当第３四半期連結累計期間 980 ― ― △0 980 

うちクレジット 
カード業務 

前第３四半期連結累計期間 ― ― 544 ― 544 

当第３四半期連結累計期間 ― ― 541 ― 541 

うち投資信託業務 
前第３四半期連結累計期間 3,971 ― ― ― 3,971 

当第３四半期連結累計期間 3,741 ― ― ― 3,741 

役務取引等費用 
前第３四半期連結累計期間 4,459 ― ― ― 4,459 

当第３四半期連結累計期間 4,351 ― ― ― 4,351 

うち為替業務 
前第３四半期連結累計期間 327 ― ― ― 327 

当第３四半期連結累計期間 328 ― ― ― 328 
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セグメント別預金残高の状況 

○預金の種類別残高（末残） 

（注）１ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 銀行業……………銀行業 

(2) リース業…………リース業 

(3) その他事業………クレジットカード業 

３ セグメント間の内部取引は「相殺消去額（△）」欄に表示しております。 

４ 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金 

５ 定期性預金＝定期預金 

  

 

種類 期別 

銀行業 リース業 その他事業 
相殺消去額 

(△) 
合計 

金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計 

前第３四半期連結会計期間 3,882,697 ― ― △3,082 3,879,615 

当第３四半期連結会計期間 4,034,675 ― ― △1,967 4,032,708 

うち流動性預金 

前第３四半期連結会計期間 1,225,281 ― ― △2,846 1,222,434 

当第３四半期連結会計期間 1,336,539 ― ― △1,719 1,334,820 

うち定期性預金 

前第３四半期連結会計期間 2,624,835 ― ― △235 2,624,600 

当第３四半期連結会計期間 2,674,175 ― ― △248 2,673,927 

うちその他 

前第３四半期連結会計期間 32,581 ― ― ― 32,581 

当第３四半期連結会計期間 23,960 ― ― ― 23,960 

譲渡性預金 

前第３四半期連結会計期間 95,808 ― ― ― 95,808 

当第３四半期連結会計期間 100,066 ― ― ― 100,066 

総合計 
前第３四半期連結会計期間 3,978,505 ― ― △3,082 3,975,423 

当第３四半期連結会計期間 4,134,741 ― ― △1,967 4,132,774 
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セグメント別貸出金残高の状況 

○業種別貸出状況（末残・構成比） 

（注）１ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 銀行業……………銀行業 

(2) リース業…………リース業 

(3) その他事業………クレジットカード業 

３ 「国内」とは、当行及び国内に本店を有する連結子会社であります。 

４ セグメント間の内部取引は「相殺消去額（△）」欄に表示しております。 

５ 平成22年３月１日の合併により発生した貸出金に係る時価変動額は控除しております。 

  

 

業種別 

前第３四半期連結会計期間 

銀行業 リース業 
その他 
事業 

相殺 
消去額 
(△) 

合計 

構成比 
(％) 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

国内 
（除く特別国際金融 
 取引勘定分） 

3,721,912 ― ― △19,950 3,701,962 100.00 

政府及び 
政府関係機関 

― ― ― ― ― ― 

農業・林業・ 
漁業及び鉱業 

4,481 ― ― ― 4,481 0.12 

製造業 129,951 ― ― ― 129,951 3.51 

建設業 93,335 ― ― ― 93,335 2.52 

運輸・情報通信 
及び公益事業 

115,131 ― ― ― 115,131 3.11 

卸売・小売業 174,799 ― ― ― 174,799 4.72 

金融・保険業 12,321 ― ― △2,471 9,849 0.26 

不動産業・ 
物品賃貸業 

791,807 ― ― △17,478 774,329 20.92 

各種サービス業 373,765 ― ― ― 373,765 10.10 

地方公共団体 24,767 ― ― ― 24,767 0.67 

個人 2,001,551 ― ― ― 2,001,551 54.07 

その他 ― ― ― ― ― ― 

特別国際金融 
取引勘定分 

― ― ― ― ― ― 

政府等 ― ― ― ― ― ― 

金融・保険業 ― ― ― ― ― ― 

その他 ― ― ― ― ― ― 

合計 3,721,912 ― ― △19,950 3,701,962 ― 
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（注）１ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 銀行業……………銀行業 

(2) リース業…………リース業 

(3) その他事業………クレジットカード業 

３ 「国内」とは、当行及び国内に本店を有する連結子会社であります。 

４ セグメント間の内部取引は「相殺消去額（△）」欄に表示しております。 

５ 平成22年３月１日の合併により発生した貸出金に係る時価変動額は控除しております。 

  

 

業種別 

当第３四半期連結会計期間 

銀行業 リース業 
その他 
事業 

相殺 
消去額 
(△) 

合計 

構成比 
(％) 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

国内 
（除く特別国際金融 
 取引勘定分） 

3,832,021 ― ― △20,264 3,811,756 100.00 

政府及び 
政府関係機関 

― ― ― ― ― ― 

農業・林業・ 
漁業及び鉱業 

1,313 ― ― ― 1,313 0.03 

製造業 122,578 ― ― ― 122,578 3.22 

建設業 94,742 ― ― ― 94,742 2.49 

運輸・情報通信 
及び公益事業 

115,000 ― ― ― 115,000 3.02 

卸売・小売業 175,341 ― ― ― 175,341 4.60 

金融・保険業 9,501 ― ― △2,489 7,012 0.18 

不動産業・ 
物品賃貸業 

885,164 ― ― △17,775 867,389 22.76 

各種サービス業 375,203 ― ― ― 375,203 9.84 

地方公共団体 14,103 ― ― ― 14,103 0.37 

個人 2,039,071 ― ― ― 2,039,071 53.49 

その他 ― ― ― ― ― ― 

特別国際金融 
取引勘定分 

― ― ― ― ― ― 

政府等 ― ― ― ― ― ― 

金融・保険業 ― ― ― ― ― ― 

その他 ― ― ― ― ― ― 

合計 3,832,021 ― ― △20,264 3,811,756 ― 
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 (2) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当行は、「存在感」の高い関西Ｎｏ.１の広域地銀を目指し、平成25年度から平成28年度までの４年間を対象と

する中期経営計画に取り組んでおります。 

本中期経営計画では、三井住友銀行グループのリテールバンクとして、関西圏で中小企業・個人のお客さまに

地域密着営業を徹底し、ビジネスチャンスの拡大を図ってまいります。そのためにも、「関西をもっと元気

に！」を行内共通のスローガンとして掲げ、以下の３つの基本テーマについて役職員一丸となり取り組んでまい

ります。 

  

○お客さまに選ばれる銀行 

商品・サービスの提供から事務品質・接遇に至るまでお客さま満足度を飛躍的に高め、お客さまに支持され

る存在感の高い銀行を目指してまいります。 

  

○安定した収益基盤の確立 

地域密着営業の徹底によって営業店近隣での顧客基盤の増強を図り、安定した収益基盤を確立してまいりま

す。 

  

○健全な企業基盤の確立 

人材の育成、リスクマネジメントの強化、コンプライアンスの強化により、安定強固な企業基盤を確立する

とともに、環境に配慮した企業活動を通して、健全な地域社会の発展に貢献してまいります。 

  

 (3) 研究開発活動 

 該当事項はありません。 

  

 (4) 生産、受注及び販売の実績 

「生産、受注及び販売の実績」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載して

おりません。 

  

 (5) 主要な設備 

 該当事項はありません。 
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第３ 【提出会社の状況】 

  

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注) 第一種優先株式の主な内容は次のとおりであります。 

1. 第一種優先配当金 

(1) 第一種優先配当金の額 

当会社は、定款に定める期末配当を行うときは、第一種優先株式を有する株主（以下、「第一種優先株

主」という。）または第一種優先株式の登録株式質権者（以下、「第一種優先登録株式質権者」とい

う。）に対し、普通株式を有する株主（以下、「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者

（以下、「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、１株当たり1,000円に、下記(2)に定める第一種配

当年率（以下、「第一種配当年率」という。）を乗じて算出した額（ただし、第一種優先株式の払込期日

の属する事業年度に係る期末配当については、当該払込期日（同日を含む。）から当該事業年度の末日

（同日を含む。）までの日数を365で除して得られる数を当該額に乗じて得られる額）（円位未満小数第

３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下、「第一種優先配当金」という。）を配当する。

ただし、当該期末配当に係る基準日の属する事業年度中の日を基準日として下記２.に定める第一種優先

中間配当金の配当を行ったときは、当該第一種優先中間配当金を控除した額とする。 

(2) 第一種配当年率 

第一種配当年率＝６ヵ月円LIBOR＋2.50％ 

なお、第一種優先配当年率は、％未満小数第４位まで算出し、四捨五入する。 

「６ヵ月円LIBOR」とは、平成26年３月31日に終了する事業年度については平成25年４月１日および同年

10月１日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）、それ以降に開始する事業年度については各年率修正日

およびその直後の10月１日（当日が、英国ロンドンにおいて銀行が休業日の場合は前営業日）のロンドン

時間午前11時の２時点において、英国銀行協会（BBA）によって公表されるユーロ円６ヵ月物ロンドン・

インター・バンク・オファード・レート（以下、「ユーロ円LIBOR６ヵ月物」という。）の平均値を指す

ものとする。ユーロ円LIBOR６ヵ月物が公表されない場合には、当該公表がなされなかった各年率修正日

またはその直後の10月１日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の午前11時の日本円６ヵ月物トーキョ

ー・インター・バンク・オファード・レートとして全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準

ずるものと認められる数値を、ユーロ円LIBOR６ヵ月物に代えて用いるものとする。 

「年率修正日」は、毎年４月１日とする。当日が、英国ロンドンにおいて銀行が休業日の場合は前営業日

を年率修正日とする。 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 200,000,000 

第一種優先株式 100,000,000 

計 300,000,000 
 

種類 
第３四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成28年12月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成29年１月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 73,791,891 同左 
東京証券取引所 
(市場第一部) 

完全議決権株式であり、権
利内容に何ら限定のない当
行における標準となる株式
であります。 
単元株式数は、100株であり
ます。 

第一種優先株式 73,000,000 同左 ――― （注） 

計 146,791,891 同左 ――― ――― 
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(3) 非累積条項 

ある事業年度において第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して配当する剰余金の額が第

一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。 

(4) 非参加条項 

第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、第一種優先配当金を超えて配当は行わな

い。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロもしくは同法第760条第７

号ロに規定される剰余金の配当または当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロも

しくは第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。 

2. 第一種優先中間配当金 

当会社は、定款に定める中間配当を行うときは、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対し、

普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式１株につき第一種優先配当金の２分の１を上

限とする金銭（以下、「第一種優先中間配当金」という。）を配当する。 

3. 残余財産の分配 

当会社の残余財産を分配するときは、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主ま

たは普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式１株につき1,000円に経過第一種優先配当金相当額を加

えた額の金銭を支払う。なお、経過第一種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日（以下、「分

配日」という。）の属する事業年度の初日（同日を含む。）から分配日（同日を含む。）までの日数に第一

種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３

位を四捨五入する。）から、分配日の属する事業年度において第一種優先株主または第一種優先登録株式質

権者に対して支払われた第一種優先中間配当金の額を控除した額をいう。 

第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。 

4. 議決権 

第一種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、法令に別段の定めがある場合はこの限り

でない。 

5. 普通株式を対価とする取得請求権 

第一種優先株主は、下記(1)に定める取得を請求することができる期間中、当会社に対して、下記(2)に定め

る財産を対価として自己の有する第一種優先株式の全部または一部を取得することを請求することができ

る。かかる取得の請求があった場合、当会社は、第一種優先株主がかかる取得の請求をした第一種優先株式

を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を当該第一種優先株主に対して交付するものとする。 

(1) 取得を請求することができる期間 

平成27年１月１日から平成40年３月30日まで（以下、「取得請求期間」という。）とする。 

(2) 取得と引換えに交付すべき財産 

当会社は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株主が取得の請求をした第一種優先株式数に

1,000円を乗じた額を下記(3)ないし(5)に定める計算式により計算される取得価額で除した数の普通株式

を交付する。なお、第一種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数があ

るときは、会社法第167条第３項に従ってこれを取扱う。 

(3) 当初取得価額 

当初取得価額は、1,221円60銭とする（平成29年１月１日より適用）。 

(4) 取得価額の修正 

取得価額は、取得請求期間において、毎年１月１日（以下、それぞれ「取得価額修正日」という。）にお

ける時価（下記に定義する。）に修正されるものとし、取得価額は当該取得価額修正日以降、翌取得価額

修正日の前日（または取得請求期間の終了日）までの間、当該時価に修正されるものとする。ただし、当

該時価が882円（以下、「下限取得価額」という。）を下回るときは、修正後取得価額は下限取得価額と

する。ただし、取得価額が取得価額修正日までに、下記(5)の規定により調整された場合には、下限取得

価額についても同様の調整を行うものとする。なお、取得価額には上限を設けない。 

上記「時価」とは、当該取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除

く。）の東京証券取引所（当会社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得価額修

正日に先立つ１年間における出来高が最多の金融商品取引所）における当会社の普通株式の普通取引の毎

日の終値の平均値とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 
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(5) 取得価額の調整 

Ａ．当会社は、第一種優先株式発行後、下記(イ)ないし(ヘ)のいずれかに該当する場合には、取得価額（下

限取得価額を含む。）を次に定める算式（以下、「取得価額調整式」という。）により調整する（以

下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。）。取得価額調整式の計算については、円位未満

小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。 

(イ) 取得価額調整式に使用する時価（下記Ｃ．(イ)に定義する。以下同じ。）を下回る払込金額をも

って普通株式を新たに発行または当会社の有する当会社の普通株式を処分する場合（無償割当ての

場合を含む。）（ただし、当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予

約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(5)において同じ。）その他の証券（以

下、あわせて「取得請求権付株式等」という。）、または当会社の普通株式の交付と引き換えに当

会社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券（以下、

あわせて「取得条項付株式等」という。）が取得または行使され、これに対して普通株式が交付さ

れる場合を除く。） 

調整後取得価額は、払込期日（払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同

じ。）（無償割当ての場合はその効力発生日）の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受け

る権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適

用する。 

(ロ) 株式の分割をする場合 

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数（基準日における

当会社の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。）が交付されたものとみな

して取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降これを適用する。 

(ハ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額（下記Ｄ．に定義する意味を有する。以下、本

(ハ)、下記(ニ)および(ホ)ならびに下記Ｃ．(ニ)において同じ。）をもって当会社の普通株式の交

付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合（無償割当ての場合を含む。） 

調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日（新株予約権の場合は割当日）（無償割当

ての場合は効力発生日）に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため

もしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全てが当初

の取得価額で取得されまたは当初の行使価額で行使されることにより普通株式の交付がなされたも

のとみなして取得価額調整式を適用して算出するものとし、その払込期日（新株予約権の場合は割

当日）（無償割当ての場合は効力発生日）の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用

する。 

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておら

ず、後日一定の日（以下、「価額決定日」という。）に価額が決定される取得請求権付株式等を発

行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後

取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全てが価額決定日に確定した取得価

額で取得されまたは行使価額で行使されることより普通株式の交付がなされたものとみなして取得

価額調整式を適用して算出するものとし、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。 

(ニ) 当会社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件（本Ａ．また

は下記Ｂ．と類似する希薄化防止のための調整を除く。）が付されている場合で、当該修正が行わ

れる日（以下、「修正日」という。）における修正後の価額（以下、「修正価額」という。）が取

得価額調整式に使用する時価を下回る場合 

調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行

使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌

日以降これを適用する。 

なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価

額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合（以下、「調整係

数」という。）を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。 

(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ハ)または本(ニ)による調整が行

われていない場合 

調整係数は１とする。 

 

        既発行 
普通株式数

＋
交付普通株式数×１株当たり払込金額 

調整後 
取得価額 

＝
調整前 
取得価額 

× 
時価 

既発行普通株式数＋交付普通株式数 
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(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ハ)または本(ニ)による調整が行

われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(4)による取得価額の

修正が行われている場合 

調整係数は１とする。 

ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ハ)または本(ニ)による直前

の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。 

(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ハ)または本(ニ)による調整が行

われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(4)による取得価額の

修正が行われていない場合 

調整係数は、上記(ハ)または本(ニ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の

取得価額で除した割合とする。 

(ホ) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通

株式を交付する場合 

調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ハ)または(ニ)による取得価額の調整が行われて

いる場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普

通株式数（下記Ｅ．に定義する。）が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、

当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直

前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ホ)による調整は行わない。 

(ヘ) 株式の併合をする場合 

調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数（効力発生日に

おける当会社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。）を負の値で表示して

交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。 

Ｂ．上記Ａ．(イ)ないし(ヘ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取

得価額（下限取得価額を含む。）の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額（下

限取得価額を含む。）に変更される。 

Ｃ．(イ) 取得価額調整式で使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始ま

る30取引日（終値のない日数を除く。）の東京証券取引所（当会社の普通株式が複数の金融商品取

引所に上場されている場合、調整後取得価額を適用する日に先立つ１年間における出来高が最多の

金融商品取引所）における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値とし、その計算は、

円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお、上記45取引日目に始まる

30取引日の間に取得価額の調整事由が生じた場合、「時価」は、本(5)に準じて調整する。 

(ロ) 取得価額調整式で使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において

有効な取得価額とする。 

(ハ) 取得価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日（上記Ａ．(イ)

ないし(ハ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。）

の、また基準日がない場合は、調整後取得価額を適用する日の１ヶ月前の日における当会社の発行

済普通株式数（自己株式である普通株式数を除く。）に当該取得価額の調整の前に上記Ａ．および

Ｂ．に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数

（ある取得請求権付株式等について上記Ａ．(ニ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日

（当該日を含む。）からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記Ａ．(ニ)(b)または(c)に基

づく調整に先立って適用された上記Ａ．(ハ)または(ニ)に基づく調整により「交付普通株式数」と

みなされた普通株式数は含まない。）を加えたものとする。 

(ニ) 取得価額調整式で使用する「１株当たり払込金額」とは、(ⅰ)上記Ａ．(イ)の場合には当該払込

金額（無償割当ての場合は０円）（金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額）、(ⅱ)上

記Ａ．(ロ)および(ヘ)の場合には０円、(ⅲ)上記Ａ.(ハ)ないし(ホ)の場合には価額（ただし、

(ニ)の場合は修正価額）とする。 

Ｄ．上記Ａ．(ハ)ないし(ホ)および上記Ｃ．(ニ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条

項付株式等の発行に際して払込みがなされた額（新株予約権の場合には、その行使に際して出資される

財産の価額を加えた額とする。）から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取

得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行

使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。 
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Ｅ．上記Ａ．(ホ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株

式数から、上記Ｃ．(ハ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数

で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式

数を加えたものとする。 

Ｆ．上記Ａ．(イ)ないし(ハ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日

以降に開催される当会社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合に

は、上記Ａ．(イ)ないし(ハ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の

終結の日の翌日以降にこれを適用する。 

Ｇ．取得価額調整式により算出された上記Ａ．柱書第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額

との差額が１円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額

調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整

式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額（ただし、円位未満小数第

３位までを算出し、その小数第３位を切り捨てる。）を使用する。 

(6) 合理的な措置 

上記(3)および(4)に定める取得価額（第７項(2)に定める一斉取得価額を含む。以下、本(6)において同

じ。）は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、そ

の算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当会社の取締役会は、取得価額の適

切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。 

(7) 取得請求受付場所 

大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

(8) 取得請求の効力発生 

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(7)に記載する取得請求受付場所の営業時間内に取得請

求受付場所に到着したときに発生する。 

6. 金銭を対価とする取得条項 

(1) 金銭を対価とする取得条項 

当会社は、平成35年７月１日以降、取締役会が別に定める日（以下、「取得日」という。）が到来したと

きは、法令上可能な範囲で、第一種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役

会は、当該取締役会の開催日までの10連続取引日（開催日を含む。）の全ての日において、東京証券取引

所（当会社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、当該取締役会開催の日に先立つ１

年間における出来高が最多の金融商品取引所）における当会社の普通株式の普通取引の終値が下限取得価

額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができ

る。この場合、当会社は、かかる第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第一

種優先株主に対して交付するものとする。なお、第一種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方

法による。取得日の決定後も第５項(1)に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。 

(2) 取得と引換えに交付すべき財産 

当会社は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株式１株につき、1,000円に経過第一種優先配

当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、第３項に定める経過第一種優先配当

金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替

えて、経過第一種優先配当金相当額を計算する。 

7. 普通株式を対価とする取得条項 

(1) 普通株式を対価とする取得条項 

当会社は、取得請求期間の末日までに当会社に取得されていない第一種優先株式の全てを取得請求期間の

末日の翌日（以下、「一斉取得日」という。）をもって取得する。この場合、当会社は、かかる第一種優

先株式を取得するのと引換えに、各第一種優先株主に対し、その有する第一種優先株式数に1,000円を乗

じた額を下記(2)に定める普通株式の時価（以下、「一斉取得価額」という。）で除した数の普通株式を

交付するものとする。第一種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数が

ある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。 

(2) 一斉取得価額 

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日（終値のない日数を除く。）の毎

日の東京証券取引所（当会社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、一斉取得日に先

立つ１年間における出来高が最多の金融商品取引所）における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値

の平均値に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。）とする。た

だし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額と

する。 
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8. 株式の併合もしくは分割、または株式無償割当て等 

当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第一種優先株式について株式の併合、分割または無償割当

ては行わない。 

当会社は、第一種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えない。 

9. 法令変更等 

法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当会社の取締役会

は合理的に必要な措置を講じる。 

10. 種類株主総会の決議 

定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしておりません。 

11. 単元株式数 

1,000株 

12. 議決権を有しないこととしている理由 

第一種優先株式は適切な資本政策を実行することを目的としたものであり、既存株主への影響を考慮したた

めであります。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  
(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。  

  

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式 
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
(百万円) 

資本金残高 
(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 

平成28年10月１日～ 
平成28年12月31日 

― 146,791 ― 47,039 ― 18,937 
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(7) 【議決権の状況】 

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成28年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。 

① 【発行済株式】 

 平成28年９月30日現在 

(注) １ 上記の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、3,600株

含まれております。 

また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が36個含まれております。 

２ 上記の「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式１株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

 平成28年９月30日現在 

(注) 自己株式については、上記のほか、株主名簿上は当行名義となっておりますが、実質的に所有していない株式

が100株(議決権１個)あります。 

なお、当該株式は、上記①発行済株式の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれております。 

  

 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 
第一種優先株式 

73,000,000 
――― 

１（株式等の状況）の (1)
（株式の総数等）の②（発
行済株式）参照 

議決権制限株式(自己株式等) ― ――― ― 

議決権制限株式(その他) ― ――― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 298,000
 

――― ― 

完全議決権株式(その他) 
  

普通株式 73,144,900
 

731,449 ― 

単元未満株式 
  

普通株式 348,991
 

――― １単元(100株)未満の株式 

発行済株式総数 146,791,891 ――― ――― 

総株主の議決権 ――― 731,449 ――― 
 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数

(株) 

他人名義 
所有株式数

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数 
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社 
関西アーバン銀行 

大阪市中央区西心斎橋 
１丁目２番４号 

298,000 ― 298,000 0.20 

計 ――― 298,000 ― 298,000 0.20 
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２ 【役員の状況】 

(1) 新任役員 

該当事項はありません。 

  

(2) 退任役員 

該当事項はありません。 

  

(3) 役職の異動 

  

 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

取締役(代表取締役)兼 
副頭取執行役員 

（営業統括部、業務開発部、 
情報開発部、 

プライベートアドバイザリー部、 
ＩＴイノベーション推進部、 

個人業務部担当） 

取締役(代表取締役)兼 
副頭取執行役員 

（営業統括部、業務開発部、 
情報開発部、 

プライベートアドバイザリー部、 
ＥＣ業務部、個人業務部担当） 

三 浦   清 平成28年10月３日 
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第４ 【経理の状況】 

  

１ 当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規

則」（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。  

  

２ 当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（自 平成28年10月１日

至 平成28年12月31日）及び第３四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日）に係る四

半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。  

  

３ 四半期連結財務諸表その他の事項の金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。  
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１ 【四半期連結財務諸表】 

(1) 【四半期連結貸借対照表】 

                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

資産の部     

  現金預け金 307,555 362,516 

  コールローン及び買入手形 5,634 － 

  有価証券 277,214 230,559 

  貸出金 ※1  3,747,129 ※1  3,814,512 

  外国為替 9,015 6,317 

  その他資産 63,416 68,163 

  有形固定資産 53,618 53,074 

  無形固定資産 16,098 14,830 

  退職給付に係る資産 1,385 2,566 

  繰延税金資産 19,633 18,985 

  支払承諾見返 7,560 7,067 

  貸倒引当金 △25,243 △23,368 

  資産の部合計 4,483,017 4,555,224 

負債の部     

  預金 3,812,165 4,032,708 

  譲渡性預金 151,274 100,066 

  コールマネー及び売渡手形 105,000 50,000 

  借用金 135,606 100,672 

  外国為替 108 5 

  社債 34,000 19,000 

  その他負債 35,803 35,766 

  賞与引当金 2,506 1,234 

  退職給付に係る負債 6,762 6,771 

  睡眠預金払戻損失引当金 666 771 

  偶発損失引当金 536 477 

  繰延税金負債 2 5 

  再評価に係る繰延税金負債 366 366 

  支払承諾 7,560 7,067 

  負債の部合計 4,292,359 4,354,912 

純資産の部     

  資本金 47,039 47,039 

  資本剰余金 94,163 94,163 

  利益剰余金 40,788 49,502 

  自己株式 △603 △605 

  株主資本合計 181,387 190,099 

  その他有価証券評価差額金 11,518 11,865 

  繰延ヘッジ損益 △280 △154 

  土地再評価差額金 787 787 

  退職給付に係る調整累計額 △4,061 △3,585 

  その他の包括利益累計額合計 7,963 8,912 

  新株予約権 48 29 

  非支配株主持分 1,257 1,269 

  純資産の部合計 190,657 200,311 

負債及び純資産の部合計 4,483,017 4,555,224 
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 

【四半期連結損益計算書】 

【第３四半期連結累計期間】 

                      (単位：百万円) 

                    前第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

経常収益 67,443 66,124 

  資金運用収益 50,254 46,709 

    （うち貸出金利息） 47,143 43,594 

    （うち有価証券利息配当金） 1,655 1,713 

  役務取引等収益 10,916 10,663 

  その他業務収益 5,974 8,188 

  その他経常収益 ※1  298 ※1  562 

経常費用 50,623 50,507 

  資金調達費用 5,798 4,422 

    （うち預金利息） 3,944 3,460 

  役務取引等費用 4,459 4,351 

  その他業務費用 4,648 6,112 

  営業経費 34,161 34,196 

  その他経常費用 ※2  1,555 ※2  1,423 

経常利益 16,820 15,616 

特別利益 9 48 

  固定資産処分益 2 29 

  新株予約権戻入益 6 18 

特別損失 472 203 

  固定資産処分損 58 73 

  減損損失 413 129 

税金等調整前四半期純利益 16,357 15,461 

法人税、住民税及び事業税 1,104 1,443 

法人税等調整額 819 407 

法人税等合計 1,924 1,851 

四半期純利益 14,433 13,610 

非支配株主に帰属する四半期純利益 43 35 

親会社株主に帰属する四半期純利益 14,389 13,574 
 

― 22 ―



【四半期連結包括利益計算書】 

【第３四半期連結累計期間】 

                      (単位：百万円) 

                    前第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

四半期純利益 14,433 13,610 

その他の包括利益 600 950 

  その他有価証券評価差額金 487 347 

  繰延ヘッジ損益 △55 126 

  退職給付に係る調整額 169 476 

四半期包括利益 15,034 14,560 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 14,989 14,523 

  非支配株主に係る四半期包括利益 44 36 
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【注記事項】 

（会計方針の変更） 

 （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当行において、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）を除く有形固定資産の減価償

却の方法は、従来、定率法を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。 

今般、法人税法の改正により平成28年４月１日以降に取得する建物附属設備の減価償却の方法が定額法とされ

たことを契機として、当行の有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、店舗や事務機器は長期、安定的に使

用されることから、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用配分する定額法が経営の実態をより

適切に期間損益に反映できると判断いたしました。 

この変更により、当第３四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益は218百万円の増益とな

っております。 

  
（追加情報） 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。 

  
（四半期連結貸借対照表関係） 

※１ 貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。 

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

  

（四半期連結損益計算書関係） 

※１ その他経常収益には、次のものを含んでおります。 

  

※２ その他経常費用には、次のものを含んでおります。 

  

  
前連結会計年度 

（平成28年３月31日） 
当第３四半期連結会計期間 
（平成28年12月31日） 

破綻先債権額 838百万円 698百万円 

延滞債権額 57,820百万円 56,060百万円 

３カ月以上延滞債権額 86百万円 26百万円 

貸出条件緩和債権額 9,093百万円 9,212百万円 

合計額 67,839百万円 65,998百万円 
 

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成27年４月１日 
至 平成27年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成28年４月１日 
至 平成28年12月31日） 

株式等売却益 63百万円 387百万円 

貸倒引当金戻入益 64百万円 ―百万円 
 

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成27年４月１日 
至 平成27年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成28年４月１日 
至 平成28年12月31日） 

睡眠預金払戻損失引当金繰入額 725百万円 574百万円 

貸倒引当金繰入額 ―百万円 524百万円 

保証協会保証付貸出金に対する負
担金 

340百万円 197百万円 

株式等売却損 135百万円 ８百万円 

貸出債権売却に伴う損失 117百万円 １百万円 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。 

  

（株主資本等関係） 

前第３四半期連結累計期間（自  平成27年４月１日  至  平成27年12月31日） 

１ 配当金支払額 

  

  
２ 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末

日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自  平成28年４月１日  至  平成28年12月31日） 

１ 配当金支払額 

  

  
２ 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末

日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

 

  
前第３四半期連結累計期間 
（自  平成27年４月１日 
至  平成27年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自  平成28年４月１日 
至  平成28年12月31日） 

減価償却費 3,217百万円 2,728百万円 

のれんの償却額 552百万円 552百万円 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成27年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 2,939 40.00 
平成27年 
３月31日 

平成27年 
６月29日 

利益剰余金 

種類株式 
第一種 
優先株式 

1,954 26.78 
平成27年 
３月31日 

平成27年 
６月29日 

利益剰余金 

合計 4,894         
 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成28年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 2,939 40.00 
平成28年 
３月31日 

平成28年 
６月30日 

利益剰余金 

種類株式 
第一種 
優先株式 

1,921 26.32 
平成28年 
３月31日 

平成28年 
６月30日 

利益剰余金 

合計 4,861         
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（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日） 

１ 報告セグメントごとの利益又は損失の金額に関する情報 

  

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項） 

（注）１ 株式等損益＝株式等売却益－株式等売却損－株式等償却 

２ その他には、株式会社びわこ銀行との合併により生じたのれんの償却額△552百万円が含まれており

ます。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日) 

１ 報告セグメントごとの利益又は損失の金額に関する情報 

  

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項） 

（注）１ 株式等損益＝株式等売却益－株式等売却損－株式等償却 

２ その他には、株式会社びわこ銀行との合併により生じたのれんの償却額△552百万円が含まれており

ます。 

  

 

          （単位：百万円）

    銀行業 リース業 その他事業 合計 

業務粗利益 ① 50,925 952 730 52,608 

経費 ② 32,007 715 728 33,451 

与信関係費用 ③ 686 △231 △14 439 

セグメント利益 ①－②－③ 18,231 469 16 18,717 
 

  （単位：百万円）

利益 金額 

セグメント利益 18,717 

セグメント間取引消去 △54 

株式等損益 △84 

その他 △1,757 

四半期連結損益計算書の経常利益 16,820 
 

         （単位：百万円）

    銀行業 リース業 その他事業 合計 

業務粗利益 ① 49,261 1,081 718 51,061 

経費 ② 31,528 757 710 32,996 

与信関係費用 ③ 681 △6 △9 665 

セグメント利益 ①－②－③ 17,051 330 18 17,400 
 

  （単位：百万円）

利益 金額 

セグメント利益 17,400 

セグメント間取引消去 △37 

株式等損益 376 

その他 △2,122 

四半期連結損益計算書の経常利益 15,616 
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３ 報告セグメントの変更等に関する事項 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、当行において、平成10年４月

１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）を除く有形固定資産の減価償却の方法は、従来、定率法を採

用しておりましたが、第１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。 

今般、法人税法の改正により平成28年４月１日以降に取得する建物附属設備の減価償却の方法が定額法とされ

たことを契機として、当行の有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、店舗や事務機器は長期、安定的に使

用されることから、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用配分する定額法が経営の実態をより

適切に期間損益に反映できると判断いたしました。 

この変更により、当第３四半期連結累計期間の「銀行業」のセグメント利益は218百万円の増益となっておりま

す。 
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（有価証券関係） 

１ 満期保有目的の債券 

該当事項はありません。 

  

２ その他有価証券 

前連結会計年度（平成28年３月31日） 

  

  

当第３四半期連結会計期間（平成28年12月31日） 

  

（注）その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価

まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上

額（連結貸借対照表計上額）とするとともに、評価差額を当第３四半期連結累計期間（連結会計年度）の

損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。 

 前連結会計年度及び当第３四半期連結累計期間における減損処理額はありません。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、株式については当第３四半期連結会計期間

末（前連結会計年度末）前１カ月平均に基づいた市場価格等にて算定された額、それ以外については当第

３四半期連結会計期間末日（前連結会計年度末日）の時価が取得原価に比べて50％以上下落した銘柄は減

損処理し、また、算定された額、あるいは時価が30％以上50％未満下落した銘柄については、回復可能性

や信用リスク等を勘案し、減損処理することとしております。 

  

 

  取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 10,212 19,977 9,764 

債券 225,603 227,758 2,154 

国債 116,555 116,995 439 

地方債 1,961 1,976 14 

社債 107,086 108,786 1,700 

その他 22,488 26,989 4,501 

合計 258,304 274,725 16,420 
 

  取得原価（百万円） 
四半期連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 9,953 22,130 12,176 

債券 163,691 164,975 1,283 

国債 55,065 55,025 △39 

地方債 3,531 3,544 12 

社債 105,095 106,405 1,310 

その他 37,872 41,161 3,289 

合計 211,518 228,267 16,749 
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（デリバティブ取引関係） 

(1) 金利関連取引 

前連結会計年度（平成28年３月31日） 

  

（注）１ 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 

なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会

計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年２月13日）等に基づきヘッジ会計を適用している

デリバティブ取引は、上記記載から除いております。 

   ２ 時価の算定 

     割引現在価値により算定しております。 

  

当第３四半期連結会計期間（平成28年12月31日） 

  

（注）１ 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。 

なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会

計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年２月13日）等に基づきヘッジ会計を適用している

デリバティブ取引は、上記記載から除いております。 

   ２ 時価の算定 

     割引現在価値により算定しております。 

  

 

区分 種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

金融商品取引所 
金利先物 ― ― ― 

金利オプション ― ― ― 

店頭 

金利先渡契約 ― ― ― 

金利スワップ 681,176 3,650 3,650 

金利オプション ― ― ― 

その他 ― ― ― 

合計 ― 3,650 3,650 
 

区分 種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

金融商品取引所 
金利先物 ― ― ― 

金利オプション ― ― ― 

店頭 

金利先渡契約 ― ― ― 

金利スワップ 707,087 3,994 3,994 

金利オプション ― ― ― 

その他 ― ― ― 

合計 ― 3,994 3,994 
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(2) 通貨関連取引 

前連結会計年度（平成28年３月31日） 

  

（注）１ 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 

なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認

会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年７月29日）等に基づきヘッジ会計を適用してい

る通貨スワップ取引等は、上記記載から除いております。 

   ２ 時価の算定 

     割引現在価値等により算定しております。 

  

当第３四半期連結会計期間（平成28年12月31日） 

  

（注）１ 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。 

なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認

会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年７月29日）等に基づきヘッジ会計を適用してい

る通貨スワップ取引等は、上記記載から除いております。 

   ２ 時価の算定 

     割引現在価値等により算定しております。 

  

(3) 株式関連取引 

該当事項はありません。 

  

(4) 債券関連取引 

該当事項はありません。 

  

(5) 商品関連取引 

該当事項はありません。 

  

(6) クレジット・デリバティブ取引 

該当事項はありません。 

  

 

区分 種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

金融商品取引所 
通貨先物 ― ― ― 

通貨オプション ― ― ― 

店頭 

通貨スワップ 125,231 148 148 

為替予約 3,384 31 31 

通貨オプション ― ― ― 

その他 ― ― ― 

合計 ― 179 179 
 

区分 種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

金融商品取引所 
通貨先物 ― ― ― 

通貨オプション ― ― ― 

店頭 

通貨スワップ 130,901 223 223 

為替予約 2,485 △34 △34 

通貨オプション ― ― ― 

その他 ― ― ― 

合計 ― 189 189 
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（１株当たり情報） 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、次のとおりであります。 

  

  
（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

  

  
２ 【その他】 

該当事項はありません。 

  

 

    
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成27年４月１日 
至 平成27年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成28年４月１日 
至 平成28年12月31日） 

(1) １株当たり四半期純利益金額 円 195.78 184.70 

（算定上の基礎）       

 親会社株主に帰属する 
  四半期純利益 

百万円 14,389 13,574 

 普通株主に帰属しない金額 百万円 ― ― 

 普通株式に係る親会社株主に 
  帰属する四半期純利益 

百万円 14,389 13,574 

 普通株式の期中平均株式数 千株 73,496 73,494 

(2) 潜在株式調整後 
  １株当たり四半期純利益金額 

円 109.29 107.52 

（算定上の基礎）       

 普通株式に係る親会社株主に 
  帰属する四半期純利益 

百万円 14,389 13,574 

 親会社株主に帰属する 
  四半期純利益調整額 

百万円 ― ― 

 普通株式の期中平均株式数 千株 73,496 73,494 

 普通株式増加数 千株 58,162 52,753 

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり四半期純利益金
額の算定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から重要な変
動があったものの概要 

  

平成18年６月29日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
   普通株式  ６千株 
   普通株式  ４千株 
  
平成19年６月28日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権) 
   普通株式  ７千株 
   普通株式  ５千株 
  
平成20年６月27日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
   普通株式  20千株 
  
平成21年６月26日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
   普通株式  28千株 

  
  
  
  
  
  
  
平成19年６月28日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
   普通株式  ６千株 
   普通株式  ５千株 
  
平成20年６月27日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
   普通株式  16千株 
  
平成21年６月26日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
   普通株式  25千株 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

  

 該当事項はありません。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書  
  

平成29年１月25日

株式会社関西アーバン銀行 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社関西ア

ーバン銀行の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成28年10月１日

から平成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年12月31日まで)に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につい

て四半期レビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社関西アーバン銀行及び連結子会社の平成28年12月31日現

在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

有限責任 あずさ監査法人 
 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士  松   山     和   弘  印 
 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士  脇   田     勝   裕  印 
 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士  大   橋    正   紹  印 
 

  

(注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 
 



【表紙】   

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成29年１月26日 

【会社名】 株式会社関西アーバン銀行 

【英訳名】 Kansai Urban Banking Corporation 

【代表者の役職氏名】 取締役会長兼頭取  橋 本  和 正 

【最高財務責任者の役職氏名】  ― 

【本店の所在の場所】 大阪市中央区西心斎橋１丁目２番４号 

【縦覧に供する場所】 株式会社関西アーバン銀行びわこ営業部 

   (滋賀県大津市中央４丁目５番12号) 

  株式会社関西アーバン銀行京都支店 

   (京都市下京区烏丸通松原下る五条烏丸町406番地) 

  株式会社関西アーバン銀行神戸支店 

   (兵庫県神戸市中央区御幸通７丁目１番15号) 

  株式会社東京証券取引所 

   (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】 

当行取締役会長兼頭取 橋本 和正は、当行の第154期第３四半期(自 平成28年10月１日 至 平成28年12月31日)

の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

２ 【特記事項】 

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 
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